
 

 

 

 

 

【事業概要】 

当所では、隣接する鈴鹿市や津市の商業集積の高まりに加え、商圏の縮小や店主等の高

齢化による廃業に伴う、地域商業の低迷と多くの空き店舗発生を地域の中期的課題と考え、

本年度より「市内遊休資産活用事業」（空き店舗、空き倉庫、空き工場、空き地、店舗転用可

能な空き家）に取り組んでまいります。 

活用にあたり、事前の調査と致しまして、会員事業所の皆様を対象に所有されている遊休

資産の情報と遊休資産を探されている方の情報を別添書類にて調査を致します。 

つきましては、別添調査票に必要事項等をご記入の上、ご返信を頂きますようお願い申し

上げます。  ※ 返信に関しましましては、返信用封筒をご利用下さい。 

 

【当地の現状】 

当市では空き店舗等に対する助成制度は現時点ではありません。県内の各市では様々な

空き店舗対策が進められており、四日市市、津市、松阪市、桑名市等の主要な都市部では、

最高１５０万円の改装補助金や年間６０万円の賃貸補助制度等を行い、着実に成果を上げて

おります。当市においても、創業予定者や小規模事業者を中心に今後必要不可欠な制度と

なることが見込まれるため、当調査を活用し行政機関等への要望活動を更に強化し展開して

いければと考えております。 

 

【お願い事項】 

ご回答締め切り期日 平成 28年 9月 30 日（金） 

ご回答は返信用封筒をご利用下さい。切手は不要です。（平成 28年 9月 30日（金）までが

使用可能期日となります） また、ＦＡＸ（0595－82－8987）での返信に関しましては、随時受付

を行っておりますので、よろしくお願い致します。 

尚、お電話でのご回答は正確性を欠く場合がございますので、対応は致しかねますので予

めご了承頂きますようお願い致します。 

 

【問合せ先】 

亀山商工会議所 

TEL：0595-82-1331 

FAX：0595-82-8987 


